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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成26年4月3日(2014.4.3)

【公開番号】特開2013-188544(P2013-188544A)
【公開日】平成25年9月26日(2013.9.26)
【年通号数】公開・登録公報2013-052
【出願番号】特願2013-129242(P2013-129242)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ   7/02    ３２８　
   Ａ６３Ｆ   7/02    ３５２Ｌ

【手続補正書】
【提出日】平成26年2月13日(2014.2.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技者が遊技機での遊技により獲得した獲得遊技媒体数と、当該遊技者に対して発行さ
れる記録媒体に記録され当該記録媒体を個々に識別可能な記録媒体識別情報とを対応付け
て記憶する獲得遊技媒体数記憶手段を有する管理装置と、
　遊技機に１対１に対応して設けられ、前記記録媒体を受け付ける受付手段と、前記記録
媒体識別情報と前記獲得遊技媒体数とを前記管理装置に送信する送信手段とを有する遊技
用装置と、
　を備える遊技用システムであって、
　前記遊技用装置は、
　対応する遊技機で遊技を行う遊技者を撮像可能な撮像手段と、
　前記遊技者を特定可能な画像を前記記録媒体の記録媒体識別情報と対応付けて記憶させ
るための画像記憶要求を送信する画像記憶要求送信手段と、をさらに有し、
　前記管理装置は、
　該画像記憶要求を受信したことに基づいて、当該画像記憶要求に含まれる画像を前記記
録媒体識別情報と対応付けて記憶する画像記憶手段と、
　前記獲得遊技媒体数に基づく景品交換処理に際して送信される記録媒体識別情報に基づ
いて、前記画像記憶手段に記憶されている画像を抽出する画像抽出手段と、
　該画像抽出手段にて抽出した画像を含む画像通知を送信元に対して返信する画像通知返
信手段と、をさらに有することを特徴とする遊技用システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　まず手段１に係る発明は、
　遊技者が遊技機（パチンコ機２）での遊技により獲得した獲得遊技媒体数（持玉数）と
、当該遊技者に対して発行される記録媒体（ビジターカード）に記録され当該記録媒体を
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個々に識別可能な記録媒体識別情報（カードＩＤ）とを対応付けて記憶する獲得遊技媒体
数記憶手段（ビジター貯蓄管理テーブル）を有する管理装置（管理コンピュータ１５０）
と、
　遊技機に１対１に対応して設けられ、前記記録媒体を受け付ける受付手段（カードＲ／
Ｗ３２７）と、前記記録媒体識別情報と前記獲得遊技媒体数とを前記管理装置に送信する
送信手段（Ｓ２１６の処理を行う制御ユニット３２８）とを有する遊技用装置（カードユ
ニット３）と、
　を備える遊技用システムであって、
　前記遊技用装置は、
　対応する遊技機で遊技を行う遊技者を撮像可能な撮像手段（ユニットカメラ３０６）と
、
　前記遊技者を特定可能な画像を前記記録媒体の記録媒体識別情報と対応付けて記憶させ
るための画像記憶要求を送信する画像記憶要求送信手段（Ｓ５３０の処理を行う制御ユニ
ット３２８）と、をさらに有し、
　前記管理装置は、
　該画像記憶要求を受信したことに基づいて、当該画像記憶要求に含まれる画像を前記記
録媒体識別情報と対応付けて記憶する画像記憶手段（画像テーブル）と、
　前記獲得遊技媒体数に基づく景品交換処理に際して送信される記録媒体識別情報に基づ
いて、前記画像記憶手段に記憶されている画像を抽出する画像抽出手段（Ｓ５６４の処理
を行うＣＰＵ１５２）と、
　該画像抽出手段にて抽出した画像を含む画像通知を送信元に対して返信する画像通知返
信手段（Ｓ５６５の処理を行うＣＰＵ１５２）と、をさらに有することを特徴とする遊技
用システムである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　これによれば、記録媒体を受け付けた遊技用装置において撮像された遊技者の画像が、
管理装置において記録媒体識別情報と対応付けて記憶され、該管理装置は、景品交換処理
に際して送信される記録媒体識別情報に基づいて抽出した画像を含む画像通知を返信する
ので、当該画像から認識される遊技者と前記記録媒体の所持者とが異なっているか否か（
即ち記録媒体の所持者が遊技者本人であるか否か）を確認することができる。
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